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旅券所持証明（30号）

○

○

，

内 容 申請人が現に有効な旅券を有していることを証明する。

すべて外国文で発給する。

使用目的 旅券に代わり身分を証明するため

条 件 （1）本人名義の有効な日本国旅券を所持していること。

（2）関係当局あて便宜供与依頼の書簡で解決できないときであること。

（3）次のいずれかに該当すること。

イ．旅券が英文のため現地官憲の理解を得られず，旅券所持人が不利益

を被るおそれが十分あるとき。

口． 現地の治安が極めて悪く強盗・盗難等のおそれが十分あるとき。

ハ．何らかの理由で現地当局により旅券を一時的に留置され，その間滞

在に支障を生ずると認められるとき。

二． 引越荷物通関，外貨交換等の手続のため現地官憲当局に対し旅券に

代る文書を提出する必要があるとき。

ホ.その他現地官憲当局から公館の証明書の提出を強く求められたとき。

（4）本人が公館に出頭して申請すること。

必要書類 （1）旅券

（2）この証明書を必要とするやむを得ない事情を述べた理由書（形式を

問わない） 。

（3）旅券を現地当局に留置されている場合，当局発行の留置証明書。

形 式 外国文による証明で，一定形式による。

注意事項 （1）第一義的には関係当局あて便宜供与依頼の書簡で処理するよう関係

当局と交渉するが，事情が真にやむを得ないと認められるときに限り取

扱うこと ⑨

（2）旅券に代わり提出又は提示して使用するが，渡航文書と誤解又は流

用のおそれあるときは渡航文書でない旨付記すること。

（3）有効期限（一年）を明記すること。

（4）場合により使用目的を限定すること。
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旅券所持証明

1．;概説

（1）証明の内容

申請人が有効な旅券を所持していることを証明するもの。

すべて外国の官憲あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

現地官憲等に対し，旅券に代わって身分を証明するため使用される。

（注） ．このような場合，第1義的には関係当局あての便宜供与依頼の書簡（領事レ

ター）処理するが，下記の真にやむを得ないと認められるときに限り， この

証明書を発給する。○
2．発_値条一件

（1）本人に対して発給された有効な日本国旅券を所持していること。

（2） この証明書を必要とするやむを得ない事情として，次のいずれかに該当すること。

イ．旅券が英文であるため，現地官憲の理解を容易に得られず，旅券所持人が不利益

を被るおそれが十分あると認められるとき。

ロ．現地の治安状況が極めて悪く，強盗等のおそれが十分ある地域を旅行又は滞在し

なければならないとき。

ハ．現地当局により何らかの理由で旅券を一時的に留置され，その間の滞在等に支障

を生ずると認められるとき。

二．引越荷物通関，外貨交換等の手続のため，現地官憲当局に対し旅券に代わる文書

を提出する必要があるとき｡・

ホ．その他，現地官憲当局から公館の証明書の提出を強く求められるとき。

（3）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）代理申請は認めない。

○

且_血要_薑_類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館にて写を作成してもよい） 。

（1）旅券

なお，旅券を現地官憲当局に留置されている場合，旅券の写及び本人であることを

確認できる公文書

（2） この証明書を必要とするやむを得ない事情についての申請理由書（本人名義，形式

は問わない）

（3）旅券を現地官憲当局に留置されている場合，さらに当局発行の留置証明書

_L_fX_M

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。
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（2）申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（3）証明書に必要事項を記入する。旅券番号，発行年月日，本人氏名，生年月日，性別，

本籍地は旅券から転記する。

（注）記載上の注意

・証明書は現地官憲が容易に理解し得る言語により作成する。場合により2カ国語

併記でもよい。

・本籍地は都道府県まで記載する。その後にJap肌と記載してもよい。国籍欄は設

けない。

（4）有効期限を明記する。

有効期限は， この証明書を携行しようとする場合，使用目的完了の日までとし，最

大期限は発給の日より1年以内とする。ただし，旅券の有効期限を超えることができ

ない。

(5)渡航文書でない旨等の付記。

イ．現地官憲当局に旅券を留置されている者の場合,必ず渡航文書でない旨を付記し，

同当局の留置証明書をこの証明書の後に綴じ合わせ，丸型館印で契印する。

ロ． これ以外の場合でも，この証明書が旅券に代わる渡航文書と誤解され又は流用さ

れるおそれのあるときは，渡航文書でない旨を付記し，場合により，更に使用目的

を限定し，それ以外には無効である旨の付記する。

（注1）渡航文書でない旨の英文例 、

Thiscertificateisnotatraveldocmentandmaynotbeusedassuch.

（注2）使用目的を限定する場合の英文例

Thiscertificateisissuedforthepurposeof…､…･･andhasnOvalidity

foranyotherpurpose.

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し,､その下に官

職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10）申請書，証明書及び提出文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。
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○

、
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(仏語）旅券所持証明(30号）

CEMIFICAT

Nom:

Pr6noms: →

Datedenaissance:
●

Domicilel6gal:

(二駕篭鰯器J叩Ⅲ）"…｡…."｡…伽…剛…，
titulairedupasseportjaponais (Nq…______._雲____._…___._)d61iw6a○

●ロ●ー亨 守＝守守｡●●●●◆

皇~(EgW~~~..s典-…砿葡…-…

(signature)

(Nometpr6nom) :

(titre) :

AmbassadeauJapon

ConsulatG6n6ralauJapon

＝わ｡●●－句●■●◆◆①。

○

’’

Remarque:Lavalidit6dececertiEcatnes'etendpasau-delade.…．…・acompterdelaaatede
，

O

d61ivrance、 (p6riode)

(Frais: ）



(西語）旅券所持証明(Bo号）
Q

Nh

CERﾉrlFICADO

Apenidos:

Nombre:

Fecl'adenacimientO:

Sexo:

Domiciliopermanente:

○○
PorelpresentedoMmento,certifcoquelapersonaarribamenCionadaes

poseedoradelpasaportejapon6s,namero.………..,e"edidoel.….…de….……de20………

EstecertiEcadoesValidohastae1．.……de…….…de20.…….…

Yparaq鵬conste,aEndequeasipuedaacreditarloelintereSaao(lainteresada) ,

seeXpidelapresentecertiEcaCi6nenMahid,a……..de……..….dedosmil……….……

●●凸●●●｡■ー ◆寺＝Q■わ‐● む●
I

○
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(DereCl,os: ）



Cert.No.

CEflIFICATE

Sumame:'

Givenname:

DateofBirth

Sex:

Domicile:

剛麓間…岬醐伽"伽加鯲…柵Ⅷ…‐｝"…19_.ThisceItific岫州川!…⑲○
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(Fee: ）
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